
Gymnastics for All 指導員規程 
（趣旨） 
第 1条 この規程は、公益財団法人日本体操協会（以下、「本会」という）の管轄する
Gymnastics for All における指導員（以下、「指導員」という）に関する事項について定め
る。 
（目的） 
第 2条 指導員の資格を認定する制度は、次の事項を達成することを目的とする。 
(1) Gymnastics for Allの基礎的あるいは専門的な運動技術と指導技術を身につけた指導者
を養成する。 
(2) Gymnastics for Allの安全な実施と普及を図るとともに、国民の健康や生涯スポーツ発
展に寄与する指導者を養成する。 
（指導員の任務） 
第 3条 指導員は、第 2 条に示す本制度の目的を達成するため、Gymnastics for All の指導
に当たる。 
（認定の権限） 
第 4条 指導員の認定の権限は次のとおりとする。 
(1) 認定の審査に関わる業務は、Gymnastics for All 委員会が行い、会長がこれを認める。 
(2) Gymnastics for All 委員会または Gymnastics for All 委員会が指名する認定員がこれら
の業務を執行する。 
（認定の基準） 
第 5条 指導員は、次の基準により本会が認める。 
(1) Gymnastics for All委員会が企画する指導員の審査を行う認定講習会（以下認定講習会
とする）を受講し、認定試験に合格し、指導員資格登録料を納めた者。 
(2) 指導員相当の能力をGymnastics for All委員会が認め、その推薦をもって理事会の承認
を受け、指導員資格登録料を納めた者。 
（認定講習会） 
第 6条 認定講習会は次のとおりとする。 
(1) 認定講習会は、原則として毎年 1回以上、本会が開催し、Gymnastics for All 委員会が
企画、運営する。また、Gymnastics for All 委員会が審査し、認定講習会と同一内容を伝
達し、認定試験を実施できると判断した場合、Gymnastics for All 委員会が指名する認定
員に企画、運営を委嘱することができる。 
(2) 講師は、Gymnastics for All 委員会が選定し、承認を得た者が行う。 
（受験資格） 
第 7条 指導員の受験資格は、受講年度の 4月 1日現在 18歳以上で、体操の指導にあたっ
ている者、またはこれからその指導者になろうとする者とする。 



（資格の有効期間） 
第 8条 資格の有効期間は次のとおりとする。 
(1) 新規に指導員として認定された日が属する年度に指導員資格登録料を支払った場合，
支払い完了日の年度を含めて 4 か年度最終日の 3月 31 日までの期間内有効とする。 
(2) 指導員として継続更新する場合，第 8条(1)の有効期間最終年度の翌年度に 4か年度分
の指導員資格登録料を支払うことで、再び 4か年度分の資格の有効期間を得ることができ
る。 
(3) 有効期間内に、第 10条に示された資格停止となっても資格の有効期間は変わらないも
のとする。 
(4) 有効期間内に、第 10 条に示された資格失効となった場合、その時点で有効期間完了
となる。なお，支払われた有効期間内の資格登録料の返金は行わない。 
（資格の継続） 
第 9条 資格の継続を希望する者は、有効期限内に開催される本会やその他の団体が主催
する体操指導に関する研修会に参加することが望まれる。 
（資格の停止・失効） 
第 10 条 資格の停止・失効の条件は、次のとおりとする。 
(1) 第 8 条(1)(2)の指導員資格登録料を当該年度内の支払いが完了しなかった場合、指導
員資格は失効となる。 
(2) 第 9 条に示す条件は、指導員としての資質を研鑚することを推奨するものであり、資
格の停止・失効につながるものではない。 
(3) Gymnastics for All委員会が特別な事情を確認した場合、停止・失効となった指導員資
格を再び認定することができる。 
(4) Gymnastics for All 委員会が指導員として不適当と認めた場合、資格を停止または失効
にすることができる。 
（指導員資格登録料など） 
第 11 条 指導員資格登録などにかかる費用は次のとおりとする。 
(1) 指導員の資格登録料は別表のとおりとする。 
(2) 資格登録料は 4か年度分を一度に支払うものとする。 
(3) 有効期間内に、第 10条に示された資格停止または資格失効となっても支払われた資格
登録料の返金はないものとする。 
(4) 認定講習会受講料は、講習会ごとに別に定める。 
(5) 本会が主催する指導員研修会受講料は、研修会ごとに別に定める。 
（指導員の権利） 
第 12 条 指導員の権利は次のとおりとする。 
(1) 定期的に行われるGymnastics for All 委員会主催の研修会に参加する権利。 
(2) 定期的に刊行されるG.C.（1 冊）の提供を受ける権利。 



(3) 公益財団法人日本スポーツ協会公認スポーツ指導者「公認体操コーチ１（指導員）」
資格認定のための専門科目受講の免除を受ける権利。 
第 13 条この規程に定めのない事項は、Gymnastics for All 委員会で細則として別に定める。 
第 14 条 この規程は、理事会の決議により、改廃することができる。 
 
附則 
この規程は、公益財団法人日本体操協会の設立の登記の日から施行する。 

平成 24 年 12 月 9 日 制定 
平成 31 年 3 月  9 日  改定 
平成 31 年 3 月  9 日  施行 
令和   6年 12 月 7 日 改定 
令和   7年   4月 1 日 施行 

別表 Gymnastics for All 指導員資格登録料は、 
次のとおりとする。 

種 類 料 金 
Gymnastics for All  
指導員資格登録料 

10,000円 
（４か年度分） 

 


